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都道府県名
答申された改定額 
( )内は令和 6年度 発効予定年月日 都道府県名

答申された改定額
( )内は令和 6年度 発効予定年月日 

北海道 1,075 円（1,010 円） 令和 7年 10 月 4 日 滋 賀 1,080 円（1,017 円） 令和 7年 10 月 5 日
青 森 1,029 円（ 953 円） 令和7年11月21日 京 都 1,122 円（1,058 円） 令和7年11月21日
岩 手 1,031 円（ 952 円） 令和 7 年 12 月 1 日 大 阪 1,177 円（1,114 円） 令和7年10月16日
宮 城 1,038 円（ 973 円） 令和 7年 10 月 4 日 兵 庫 1,116 円（1,052 円） 令和 7年 10 月 4 日
秋 田 1,031 円（ 951 円） 令和 8年 3月 31 日 奈 良 1,051 円（ 986 円） 令和7年11月16日
山 形 未定 （ 955 円） 令和 年 月 日 和歌山 1,045 円（ 980 円） 令和 7年 11 月 1 日
福 島 未定 （ 955 円） 令和 年 月 日 鳥 取 1,030 円（ 957 円） 令和 7年 10 月 4 日
茨 城 1,074 円（1,005 円） 令和7年10月12日 島 根 1,033 円（ 962 円） 令和7年11月17日
栃 木 1,068 円（1,004 円） 令和 7年 10 月 1 日 岡 山 1,047 円（ 982 円） 令和 7年 12 月 1 日
群 馬 1,063 円（ 985 円） 令和 8年 3月 1日 広 島 1,085 円（1,020 円） 令和 7年 11 月 1 日
埼 玉 1,141 円（1,078 円） 令和 7年 11 月 1 日 山 口 1,043 円（ 979 円） 令和7年10月16日
千 葉 1,140 円（1,076 円） 令和 7年 10 月 3 日 徳 島 1,046 円（ 980 円） 令和 8年 1月 1日
東 京 1,226 円（1,163 円） 令和 7年 10 月 3 日 香 川 1,036 円（ 970 円） 令和7年10月18日
神奈川 1,225 円（1,162 円） 令和 7年 10 月 4 日 愛 媛 1,033 円（ 956 円） 令和 7年 12 月 1 日
新 潟 1,050 円（ 985 円） 令和 7年 10 月 2 日 高 知 1,023 円（ 952 円） 令和 7年 12 月 1 日
富 山 1,062 円（ 998 円） 令和7年10月12日 福 岡 1,057 円（ 992 円） 令和7年11月16日
石 川 1,054 円（ 984 円） 令和 7年 10 月 8 日 佐 賀 1,030 円（ 956 円） 令和7年11月21日
福 井 1,053 円（ 984 円） 令和 7年 10 月 8 日 長 崎 未定 （ 953 円） 令和 年 月 日
山 梨 1,052 円（ 988 円） 令和 7年 12 月 1 日 熊 本 未定 （ 952 円） 令和 年 月 日
長 野 1,061 円（ 998 円） 令和 7年 10 月 3 日 大 分 未定 （ 954 円） 令和 年 月 日
岐 阜 1,065 円（1,001 円） 令和7年10月18日 宮 崎 1,023 円（ 952 円） 令和7年11月16日
静 岡 1,097 円（1,034 円） 令和 7年 11 月 1 日 鹿児島 1,026 円（ 953 円） 令和 7年 11 月 1 日
愛 知 1,140 円（1,077 円） 令和7年10月18日 沖 縄 1,023 円（ 952 円） 令和 7年 12 月 1 日
三 重 1,087 円（1,023 円） 令和7年11月21日 全国加重平均額 未定 （1,055 円）

【速報】令和7年度の地域別最低賃金額の 

改定額が公表されました ① 

［ 今月の NEWS ］

※発効予定年月日は、異議申立てがなかった場合の日付
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【速報】令和7年度の地域別最低賃金額の 

改定額が公表されました ② 

［ 今月の NEWS ］

令和 7年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめ公表しました。これは、令和 7年 8月に開催され
た中央最低賃金審議会が示した「令和 7年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、
各地方最低賃金審議会で調査・審議した結果を取りまとめたものです。 



９月号/２０２５

クロウド社会保険労務士事務所                4 

厚生労働省は、令和 6年度に長時間労

働が疑われる事業場に対して労働基準監

督署が実施した監督指導の結果を取りま

とめ、監督指導事例とともに公表しまし

た。令和 6年度の監督指導実施状況のポ

イントと主な監督指導事例を確認してお

きましょう。 

●令和 6 年度の監督指導実施状況のポイ

ント 

令和 6年４月から令和 7年３月まで

に、26,512 事業場に対し監督指導を実施

し、21,495 事業場（81.1％）で労働基準

関係法令違反が認められた。 

＜主な法違反＞ 

・違法な時間外労働があったもの→

11,230 事業場（42.4％） 

・賃金不払残業があったもの→2,118 事業 

 場（8.0％） 

・過重労働による健康障害防止措置が未

実施のもの→5,691 事業場（21.5％） 

●主な監督指導事例／卸売業（労働者約

300 人）に対して行われた監督指導の事

例

１．労働者１人について、36 協定で定め

た上限時間（月 75 時間）を超え、かつ労

働基準法に定められた時間外・休日労働

の上限（月 100 時間未満、複数月平均 80

時間以内）を超える、最長で 1か月当た 

り 127 時間の違法な時間外・休日労働が

認められた。 

監督指導の内容 

〇36 協定で定めた上限時間を超えて時間

外労働を行わせたことについて是正勧

告（労働基準法第 32 条違反） 

○労働基準法に定められた上限時間を超

えて時間外・休日労働を行わせたこと

について是正勧告（労働基準法第 36 条

第６項違反） 

○時間外・休日労働時間を１か月当たり

80 時間以内とするための具体的方策を

検討・実施するよう指導 

２．また、勤怠管理システム上の残業申

請の時間と、出社・退社時に行う IC カー

ドの打刻記録との間に、長い者で１日当

たり３時間程度の乖離が発生しているも

のの、その時間数や理由を確認していな

い状況が認められた。 

監督指導の内容 

○労働時間を適正に把握するための具体

的方策を検討・実施することを指導 

○過去に遡って労働者に事実関係の聞き

取りなどの実態調査を行い、調査の結

果、差額の割増賃金の支払が必要にな

る場合は、追加で当該差額を支払うこ

とを指導 

時間外労働の上限規制など、企業が遵

守すべき労働基準関係法令のルールには

さまざまなものがありますので、違反が

ないか、定期的にチェックしておく必要

があるでしょう。不明な点等があれば、

気軽にお声掛けください。 

令和6年度の長時間労働に関する監督指導

約81％が労働基準関係法令違反 

［ 今月の NEWS ］

令和 6年度の監督指導実施状況の 

ポイントと主な監督指導事例 
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厚生労働省から、「19 歳以上 23 歳未満

の被扶養者に係る認定について（令和７

年７月４日保発 0704 第 1 号・年管発 0704

第１号）ほか」という通達が発出されま

した。 

その内容を確認しておきましょう。 

健康保険などの被扶養者の認定つい

て、取り扱いが変更されたのは、19 歳以

上 23 歳未満の者（大学生年代の方）の年

間収入に係る認定要件です。 

それ以外の者の年間収入に係る認定要

件は、これまでどおり、原則として 130

万円未満です。 

大学生年代の方を除き、パートの方な

どが就業調整を行う状況は変わらない

（それどころか、最低賃金が引き上げら

れると就業調整を行う方が増える）と思

われますので、就業調整でお困りの場合

は、前月号で紹介した「キャリアアップ

助成金／短時間労働者労働時間延長支援

コース」の活用を考えてみてもよいかも

しれません。 

不明な点や知りたいことがあれば、気

軽にお声掛けください。 

この通達は、令和７年度税制改正にお

いて、19 歳以上 23 歳未満の者への特定扶

養控除の要件の見直し及び特定親族特別

控除の創設が行われたことを踏まえ、19

歳以上 23 歳未満の被扶養者に係る認定に

ついて、下記のような取り扱いの変更を

行うものです。 

□認定対象者の年間収入に係る認定要件

のうち、その額を 130 万円未満とする

ものについて、当該認定対象者（被保

険者の配偶者を除く。）が 19 歳以上 23

歳未満である場合にあっては、その額

を 150 万円未満として取り扱う。 

□上記の取り扱いは、令和７年 10 月１日

から適用する。 

「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る 

認定について」 厚労省が通達を公表 

［ 今月の NEWS ］

通達「19 歳以上 23歳未満の被扶養者

に係る認定について」のポイント 
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＜令和６年度 雇用均等基本調査＞ 
●事業所調査／育児休業取得者の割合 

・女性 ： 86.6％（令和５年度 84.1％）   

・男性 ： 40.5％（同 30.1％） 

・男性について、育児休業を取得した者のうち「産後パパ育休」の取得率は 82.6％ 

＜若年層における仕事と育児の両立に関する意識調査（速報）＞ 
●家事・育児と仕事の両立意識／育休取得期間の希望 

・若年社会人の約８割が１か月以上の育休取得を希望   

・男性は、70.0％が１か月以上の育休取得を希望 

厚生労働省から、「令和６年度 雇用均

等基本調査」の結果が公表されました。

また、「若年層における仕事と育児の両立

に関する意識調査」の結果（速報）も公

表されました。両調査の結果から、育休

取得率と若年層の育休取得期間の希望を

紹介します。取得率は上がっても、若年

層の希望を満たしているわけではないこ

とが伺えます。 

男性の育休の取得率が大幅に上昇（約

30％→約 40％）しましたが、その背景に

は、令和４年 10 月から施行された「産後

パパ育休」の普及があるといわれていま

す（上記の調査結果からもそれは明ら

か）。 

しかし、「産後パパ育休」は、子の出生

後８週間以内に４週間まで取得できる制

度であり、その期間は、同一の子につい

て最大 28 日間です。「産後パパ育休」の

取得だけでは、若年層の男性の育休取得

期間の希望は満たせていないといえま

す。 

上記は一例ですが、若年層の人材を確

保することを考えると、「若年層における

仕事と育児の両立に関する意識調査（速

報）」の結果は確認しておきたいところで

す。 

ご覧になりたいときは、気軽にお声掛

けください。また、最近の改正の動向も

含め、育児・介護関連の規定の内容につ

いても、気軽にお問い合わせください。 

令和６年度 男性の育休取得率 40.5％（過

去最高） 若年層の希望は満たせていない？ 

［ 今月の NEWS ］

育休取得率と若年層の育休取得期間の希望（厚労省の調査結果より）  
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令和７年８月から、雇用保険の給付で

ある高年齢雇用継続給付・介護休業給

付・育児休業等給付の支給限度額等が変

更されています（以下で変更内容紹介）。 

高年齢雇用継続給付（高年齢雇用継続基

本給付金・高年齢再就職給付金） 

●支給限度額：Ｒ7.7.31 まで 376,750 円 

→ Ｒ7.8.1 から 386,922 円 

支給対象月に支払いを受けた賃金の額

が支給限度額（386,922 円）以上であると

きには、高年齢雇用継続給付は支給され

ません。また、支給対象月に支払いを受

けた賃金額と高年齢雇用継続給付として

算定された額の合計が支給限度額を超え

るときは、386,922 円－（支給対象月に支

払われた賃金額）が支給額となります。 

●最低限度額：Ｒ7.7.31 まで 2,295 円 

→ Ｒ7.8.1 から 2,411 円 

高年齢雇用継続給付として算定された

額がこの額を超えない場合は、支給され

ません。 

〈補足〉60 歳到達時の賃金が上限額超又

は下限額未満の場合、賃金日額ではな

く、上限額又は下限額を用いて支給額を 

算定しますが、その上限額又は下限額も

変更されています。 

介護休業給付（介護休業給付金） 

上限額：Ｒ7.7.31 まで 347,127 円 

 → Ｒ7.8.1 から 356,574 円 

育児休業給付（出生時育児休業給付金・

育児休業給付金） 

出生時育児休業給付金 

上限額（支給率 67％）：Ｒ7.7.31 まで 

294,344 円 → Ｒ7.8.1 から 302,223 円 

育児休業給付金 

上限額（支給率 67％）：Ｒ7.7.31 まで 

315,369 円 → Ｒ7.8.1 から 323,811 円 

上限額（支給率 50％）： Ｒ7.7.31 まで 

235,350 円 → Ｒ7.8.1 から 241,650 円 

出生後休業支援給付（出生後休業支援給

付金） 

上限額：Ｒ7.7.31 まで 57,111 円  

→ Ｒ7.8.1 から 58,640 円 

育児時短就業給付（育児時短就業給付

金） 

●支給限度額：Ｒ7.7.31 まで 459,000 円 

→ Ｒ7.8.1 から 471,393 円 

支給対象月に支払いを受けた賃金の額

が支給限度額（471,393 円）以上であると

きには、育児時短就業給付は支給されま

せん。また、支給対象月に支払いを受け

た賃金額と育児時短就業給付として算定

された額の合計が支給限度額を超えると

きは、471,393 円－（支給対象月に支払わ

れた賃金額）が支給額となります。 

●最低限度額：Ｒ7.7.31 まで 2,295 円 

→ Ｒ7.8.1 から 2,411 円 

育児時短就業給付として算定された額

がこの額を超えない場合は、支給されま

せん。 

高年齢雇用継続給付・介護休業給付・ 

育児休業給付の支給限度額等の変更 

［ 今月の NEWS ］

高年齢雇用継続給付・ 

介護休業給付・育児休業等給付の 

支給限度額等の変更 
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厚生労働省から、いわゆる「スポット

ワーク」における留意事項等を取りまと

めた労働者及び事業主（使用者）向けの

リーフレットが公表されました。 

ここでは、事業主（使用者）向けのリ

ーフレットの概要を紹介します。 

掲載内容 

①  労働契約締結時における注意点 

②  休業させる場合の注意点 

③  賃金・労働時間に関する注意点 

④ その他の注意点 

・通勤途中または仕事中にケガをした

場合 

・労働災害防止対策も事業主の義務で 

 す 

・ハラスメント対策も事業主の義務で 

 す 

たとえば、②の「休業させる場合の注

意点」では、労働契約成立後に事業主の

都合で丸１日の休業又は仕事の早上がり

をさせることになった場合は、労働基準

法第 26 条の「使用者の責に帰すべき事由

による休業」となるので、スポットワー

カーに対し、所定支払日までに休業手当

を支払う必要があることが紹介されてい

ます。 

 厚生労働省では、今後もこのリーフレ

ットを活用して、いわゆる「スポットワ

ーク」における留意事項等の周知を図っ

ていくこととしています。 

リーフレットをご覧になりたいとき

は、気軽にお声掛けください。 

「スポットワーク」における留意事項等を 

取りまとめたリーフレットを公表（厚労省） 

［ 今月の NEWS ］

厚生労働省のリーフレット 

『「スポットワーク」の労務管理』の

表紙と概要 
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8 月 4 日に開かれた今年度の最低賃金の

目安額を決める「中央最低賃金審議会」

で、今年度の引上げ額の目安について、

全国平均で過去最大【63 円（+6.0%）】と

することが決まりました。目安通りとな

れば、全国平均は 1,118 円となります。 

Ａランク：63 円 

・・東京、大阪、愛知など（6都府県） 

Ｂランク：63 円 

・・広島、岡山、福岡など（28 道府県） 

  Ｃランク：64 円 

・・鳥取、高知、沖縄など（13 県） 

2013 年度の全国平均【764 円】だった

最低賃金も、年々右肩上がりに上昇。

2015～2019 年度までの 5年間で、全国平

均の時給で【18～27 円】引上げられてい

ます。 

2020 年度はコロナ禍で【1円】にとど

まりましたが、2021～2024 年度までの引

き上げは 4年連続で過去最大でした。 

2021 年度【28 円】、2022 年度【31

円】、2023 年度【43 円】、2024 年度【51

円】。その結果、最低賃金は全国平均で

2023 年度に初めて 1,000 円を超え、昨年

度は 1,055 円となりました。そして今年

度の引き上げにより、全ての都道府県に

おける最低賃金が 1,000 円を超えること

になります。 

さて、全国引上げ額の目安に基づいて

都道府県ごとに定められるのが「地域別

最低賃金」です。例年であれば 8月中に

全ての都道府県の額が決まるはずなので

すが、今年度は様相が異なります。 

8 月 26 日時点で決まっているのは 33 都

道府県のみ。残る 14 県は審議中となって

います。審議中 14 県の内、8県が Cラン

クとなっていることからも、今年度も最

下位脱出争いというチキンレースが繰り

広げられているといった印象です。 

また、C ランクの引上げ額が大きいとい

うのも特徴的です。現時点で秋田県【80

円(+16 円)】が最大となっていますが、軒

並み 70 円を超える引上げ額となっていま

す。おそらく C ランク全てが 70 円を超え

てくるのはほぼ確実だと思われます。 

留意事項は適用時期です。毎年 10 月を

基準に適用されてきた地域別最低賃金で

すが、今年度は大幅な引上げの準備期間

が必要と判断したことで、なんと秋田県

では 2026 年 3 月 31 日適用（2025 年では

ない）という異例ずくめの状況です。 

今年度の適用時期は全体的に遅らせた

都道府県が多いので、社内の賃金見直し

時期につきましては、くれぐれもご注意

くださるようお願いいたします。 

【速報】 ２０２５年度の最低賃金 

［ 労務情報 ］

今年度の最低賃金の目安額 地域別最低賃金 

留意事項 
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参考：毎月勤労統計調査（全国調査・地方調査） 結果の概要｜厚生労働省 (mhlw.go.jp) 他 https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/30-1a.html

※ 季節調整値：前月からの変化を適切に捉えるため、季節変動の影響を除いた数値（原数値から季節変動を除去した結果数値）

定期給与 現金給与総額（2025 年 5 月)

全国 東京都 大阪府 広島県 岡山県 
301,592 円 385,817 円 310,569,円 293,818 円 285,883 円 

労働関係指標（2025 年 6 月) 

有効求人倍率 

（季節調整値※） 

全国  1.22 倍 

有効求人数 

全国 2,291,278 人

有効求職者数 

全国 2,003,370 人

広島県 1.42 倍 広島県 61,392 人 広島県 43,247 人 

福山市 1.47 倍 福山市 10,615 人 福山市  7,245 人

人事労務の統計指標 

［ 統計指標 ］
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参考：毎月勤労統計調査（全国調査・地方調査） 結果の概要｜厚生労働省 (mhlw.go.jp) https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/30-1a.html

Copyright(C)クロウド社会保険労務士事務所 All Rights Reserved  

［ 統計指標 ］

名 目 賃 金：労働に対して支払われた貨幣額で示された賃金 
実 質 賃 金：実際に支給される名目賃金の額から物価の変動分を取り除いた値 
消費者物価指数：全国の世帯が購入する家計に係る財及びサービスの価格等を総合した物価の変動を時系列

的に測定するもの 
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Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

9/10 ● 8

9/30 ● 8月分健康保険料・厚生年金保険料の納付 
● 7 月決算法人の確定申告と納税・2026 年 1 月決算法人の中間申告と納税（決算応当日まで） 

営業日のお知らせなど 

［ 今月のお知らせ ］

赤文字の日、及び青文字の日は休みとさせていただきます。

2025 

０９ September 

お仕事 
カレンダー
９月 


